
3 長薬発第 1128 号 

令和 4年 1 月 31 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

長野県薬剤師会 

 会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う 

抗原定性検査キットの適正な流通に向けた供給の優先付けについて 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

薬局においては、抗原定性検査キットの販売や都道府県が行う無料検査事業への対

応等がなされているところですが、今般、感染者の急増等により検査キットの需要が

急激に高まっていることを踏まえ、流通に当たっての優先付けが示されました。 

今後需給が安定するまでの間は、行政検査を行う医療機関、地方自治体からの発注

等が優先されます。薬局における取り扱いとしては、（１）感染拡大時の外来診療へ

の対応として、住民が自ら行う検査（※）に対しての検査キットの配付（地方自治体

からの委託等がある場合）、（２）社会機能維持に関わる事業者への抗原定性検査キ

ットの販売、（３）都道府県が行う無料検査事業、の順で優先付けが示されておりま

す。（本県における抗原定性検査キットの適正流通については、令和4年1月27日付 3

長薬発第1116号で通知） 

また、これ以外の目的の発注については、こうした状況に鑑み、実需を超えた発注

を控えるよう求められております。 

つきましては、こうした供給の優先順位付けにつきご理解を賜りつつ、県が実施す

る感染拡大時の無料検査事業、地域における抗原定性検査キットの供給のニーズに応

えられるよう、特段のご配意をお願いいたします。 

 
※感染拡大時に自治体の判断により、外来診療に関し、発熱等の症状がある場合でも重症化リスクが
低いと考えられる者は、医療機関の受診前に抗原定性検査キット等で自ら検査の上で受診する、との
対応を行うことができるとされている。（令和４年1月26日付 3長薬発第1110号参照） 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事務局長 中島 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
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